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平成 2 0 年 (ネオ )第 8 2 4 号〔原審 :東京高等裁判所平成 20 年 (ネ )第 2929 号〕

上告人 m r k o n o

被上告人 国

代表者法務大臣

森 英 介

上 告 理 由 書

◎付属書類

(1)甲第 22 号証の写し 1 通

(2)証拠説明書 1 通

平成 2 0 年 1 1 月 2 8 日

最 高 裁 判 所 御 中

上記当事者間の、東京高等裁判所平成 20 年（ネ）第 2929 号損害賠償請求控訴事

件〔原審 :東京地方裁判所平成 19 年 (ワ )第 20868 号〕判決 (平成 20 年 10 月 19 日上

告）について、上告人は下記の通り上告理由を陳述する。

記

第一．始 め に

以下においては、上告人→私、被上告人→国と略称し、また引用文等は枠で囲み

ました。

第二．上告にかかる重大な事実 2 点

1.原審判決が、何ら法的根拠もない住民票添付の住所変更届を、私が一審の裁判官

と書記官の共謀により騙し取られた事実について、「裁判所が，訴訟の円滑な進行の

ために，訴訟当事者の最新の住所を把握しておくことは必要なこと」だと、これま

た何ら法的根拠のない詭弁 (甲第 22 号証 )を弄して庇護・隠蔽しようとした点。

2.原審において国は、訴訟信託 (旧信託法 11 条 )の主張を撤回した (証人あり )。

然るに原判決が本件債権譲渡が信託法 11 条に違反又は同条の趣旨に反すると判断

している点。
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第三．憲法違反の主張

憲法違反とは、「憲法の価値・理念に照合して、否定的価値判断がなされるもの」、

との前提で陳述する。

1.第一 .の 1 点は、言うまでもなく「犯罪の隠蔽行為」であり、到底「裁判行為」と

言える代物ではない。この名ばかり形だけの裁判を実質的に考察すれば、憲法第 32
条 (裁判を受ける権利 )に違反する事は、「火を見るより明らか」である。

2.第一 .の 2 点は、国は「訴訟信託の主張を撤回」したのだから、その訴訟信託の主

張は始めより無かった事になる。実質的にみれば、私の「訴えの取下に同意した」

場合と同様になっている筈である。然るに原判決は、遡及的に消滅した筈の私の訴

えに対し、恣意的裁判を行っている。これらが、憲法第 31,32 条の趣旨に違反して

いる事に疑いの余地はない。

3.裁判所が私から住所という個人情報を騙し取った点は、憲法第 13 条違反である。

第四．結 語

以上簡略に民事訴訟法に則って違憲の主張を行いましたが、一審・原審の判決自

体が職務上の犯罪行為の塊である事をここに付言いたします。また今後このような

官僚裁判官の恣意的裁判が、国家公益の見地からも横行する事がないよう願って止

まないところです。

また，原審において，控訴人が裁判所から住民票添付の住所変更届の提出を促され，こ

れに応じたことは記録上明らかであるが，裁判所が，訴訟の円滑な進行のために，訴訟

当事者の最新の住所を把握しておくことは必要なことであるから，裁判所が上記書面の

提出を求めたことについては法律上何らの問題はなく，他に，原審において本件訴訟に

関与した裁判官らが控訴人に対し詐欺的な行為をし，控訴人の本件訴訟続行の意欲を意

図的に損なったと認めるに足りる証拠はない。そして，本件債権譲渡が信託法 11 条に違

反又は同条の趣旨に反するものであることは，前記のとおりであり，甲第 21 号証は上

記結論を左右しない。他に，原審裁判官らが，国家公益の追及を忘れ，いたずらに検察

官らの犯罪行為の解明を回避しようとしたことを認めるべき証拠はなく，原判決が実質

的に職務上の犯罪により捏造されたものであるとする控訴人の主張は，到底採用するこ

とができない。 (原判決 3 頁 22 行目～4 頁 8 行目 )

☆憲法第 13 条〔個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重〕

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に

ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要と

する

☆憲法第 31 条〔法定手続の保障〕

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はそ

の他の刑罰を科せられない。

☆憲法第 32 条〔裁判を受ける権利〕

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

上記上告人 m r k o n o


